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内部統制システムに関する基本方針の一部改定のお知らせ 
 
 
当会社は、平成 18 年 5 月 16 日開催の取締役会において、内部統制システムに関す

る基本方針を決議いたしましたが、平成 19 年 11 月 13 日開催の取締役会において、下

記のとおり、基本方針の一部改定を決議いたしましたのでお知らせいたします。 
 
１．取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制 

  （１）代表取締役社長のコンプライアンス宣言を受け、コンプライアンス行動指針を

制定し、コンプライアンス相談・提案制度の概要を含め全役職員が常時携帯する

冊子に掲載し周知することで、全役職員に法令及び社会倫理遵守の精神を醸成し、

法令及び社会倫理遵守が企業活動の前提であることを徹底しております。 
  （２）コンプライアンス・オフィサーに役付取締役を任命し、コンプライアンス委員

会を設置しております。当該委員会では、全社横断的なコンプライアンス体制の

整備および問題・課題把握に努めており、重要な問題点について審議し、その結

果を取締役会に報告しております。各業務担当取締役は、各業務部門固有のコン

プライアンスリスクの分析と対策を行い、継続的に質向上を図っております。 
  （３）コンプライアンス委員会は、問題・課題把握のためにテーマを決めて、各部門

代表による部門間の相互監査を実施しております。 
  （４）使用人がコンプライアンス上の問題を発見した場合に、すみやかに報告できる

コンプライアンス相談・提案窓口をコンプライアンス委員会に設けており、相談・

提案を受けた当該委員会は、その内容を精査し、担当部門と再発防止策を協議・

決定し、全社展開を図ることで、係るシステムが、より活発に利用されるよう周

知しております。 
 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項 
（１）取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、文書管理規程に従い、 

職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体（以下文書等という）に記録し、保

存及び管理することを徹底しております。 
（２）係る文書等を、取締役及び監査役は常時閲覧できます。 

 
３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

  （１）コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ及び輸出管理等に係

るリスクについては、それぞれの担当部署が、規則・ガイドラインの制定、研修

の実施、マニュアルの作成・配布等を行っております。  
（２）リスクマネジメント・オフィサーに役付取締役を任命し、リスクマネジメント 

委員会を設置しております。当該委員会において組織横断的リスク状況の監視及  
び全社的対応を行うことで、改善を継続的に実施しております。 

（３）新たに生じたリスクについては、取締役会においてすみやかに対応責任者とな

る取締役を定めるとともに、担当部署を定め対応しております。 
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 ４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
  （１）組織・分掌規程や職務権限規程といった職務権限・意思決定ルールに則り、職

務を遂行しております。 
 （２）更なるスピード経営を目指すために、役付取締役で構成される経営会議を設置

し、重要案件を迅速に審議し、取締役会に上程しております。 
 （３）取締役会は中期経営計画に基づき単年度事業計画・予算設定及び月次・四半期

業績管理を実施しております。  
 

５．当会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 
  （１）当社経営管理本部、コンプライアンス委員会及びリスクマネジメント委員会は、

関係会社連絡協議会を通じて情報の共用化を図るとともに、当社及びグループ各

社の内部統制システムの構築を進めております。 
（２）当社業務監査室は、当社及びグループ各社の内部監査を実施いたします。その

結果を取締役会に報告し、関係各部門は必要に応じて、内部統制の改善を行いま

す。 
 

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人

に関する事項ならびに、その使用人の取締役からの独立性に関する事項 
 （１）監査役室を設置し、専属の使用人を配置しております。当該使用人は監査業務

を補助しております。 
（２）監査役は当該使用人を教育・育成し、レベルアップを図るものとしております。 

  （３）当該使用人の人事評価は 2 名以上の監査役により行っております。 
（４）当該使用人の人事異動及び懲戒に処する場合には、人事担当取締役はあらかじ

め監査役会の承諾を得るものとしております。 
 
７．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する

体制 
（１）取締役会等重要な会議の議事録を閲覧した上で、不明点があれば取締役に報告

を求めることができるようにしております。 
  （２）取締役及び使用人は、次に定める事項に該当する場合は、監査役に報告してお

ります。 
①会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項 
②経営状況として重要な事項 
③内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項 
④重大な法令・定款違反 
⑤コンプライアンス相談・提案窓口の通報状況及び内容 
 

８．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 
（１）監査役会は取締役会との間で、意見交換会を実施します。 
（２）監査役会は会計監査人との間で、定期的に意見交換会を開催しております。 
  
                                   以 上 


